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教育委員会定例会議案 
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令和４年第５回教育委員会定例会議事日程 

                   令和４年５月２５日（水）

                    午後３時 開 会

多賀城市役所５階 ５０１会議室

日程第１ 前回議事録の承認について 

日程第２ 議事録署名委員の指名について 

日程第３ 諸般の報告 

事務事業等の報告 

日程第４ 議 事 

議案第１２号  多賀城市社会教育委員の人事について

議案第１３号  多賀城市スポーツ推進審議会委員の人事につい
        て

議案第１４号  多賀城市立図書館運営審議会委員の人事につい
        て

日程第５ その他 



諸 般 の 報 告

 令和４年第４回教育委員会定例会以降の事務事業の執行状況及び諸会議等の

状況は、次のとおりです。 

■教育総務課関係 

５月１日現在の児童生徒数並びに学級数は、小学校が男子１，７６５名、女

子１，６３８名の計３，４０３名で、１３３学級、中学校は、男子７８１名、

女子７４３名の計１，５２４名で、５７学級となっています。 

小中学校の合計では、男子２，５４６名、女子２，３８１名の計４，９２７

名で１９０学級となり、昨年と比較しますと、小学校で７１名の増、中学校で

１０１名の減となっています。学級数では、小学校が４学級の増、中学校は学

級の増減なしとなっています。 

５月１２日、「二市三町教育長会会議」を多賀城市役所で開催し、教育長が

出席しました。 

５月１６日、「仙台管内教育委員会協議会役員会」が名取市で開催され、教

育長が出席しました。 

５月１７日、「宮城県市町村教育委員会協議会役員会」が岩沼市で開催され、

教育長が出席しました。 

小中学校の運動会、体育参観及び体育祭の開催状況ですが、５月１７日に東

豊中学校、５月２１日に多賀城小学校、多賀城東小学校、天真小学校、城南小

学校及び多賀城八幡小学校、５月２４日及び２６日に山王小学校で、開催しま

した。今後、９月３日に第二中学校で開催する予定です。 

中学校の修学旅行につきましては、４月２１日から２２日まで東豊中学校、

５月９日から１１日まで多賀城中学校、５月１８日から２０日まで第二中学校

がそれぞれ東京・千葉方面又は北海道（函館）方面へ出かけ、無事終了してお

ります。高崎中学校は、１０月１７日から１８日までを予定しています。 

 前回定例会以降の新型コロナウイルス感染症による小中学校の臨時休業状況

は、別表のとおりです。 

■生涯学習課関係 

４月２７日、幅広い層の地域住民、団体等が参画し、緩やかなネットワーク

を形成しながら、地域と学校が連携・協働して地域全体で子どもたちの成長を

1



支えていくことを目的に設置する「地域学校協働本部」の第１回会議を開催し

ました。今年度の運営等について意見交換が行われました。 

５月１９日、「令和４年度青少年健全育成多賀城市民会議」の第１回理事会

・総会を開催しました。 

前回定例会以降に実施した主な社会教育事業等は、別表のとおりです。 

■文化財課関係 

報告事項なし 

（別表）新型コロナウイルス感染症による小中学校の臨時休業状況 

（令和４年５月２５日現在） 

 休業日 学校名 

 4月25日 山王小学校（２年４組、３年１組） 

 4月26日 山王小学校（２年４組、３年１組） 

 4月27日 山王小学校 

 4月28日 山王小学校 

 5月23日 多賀城中学校（１年３組） 

 5月24日 高崎中学校（第３学年） 

 5月25日 高崎中学校（第３学年） 

（別表）社会教育事業等の開催状況 

（令和４年５月１７日現在） 

○文化センター（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 4月27日 主催事業「サークルマーケット」 217名 市会 

 5月8日 
共催事業「第74回宮城県合唱祭」 

主催：宮城県合唱連盟 
1,500名 市会 

 5月15日 
主催事業「回廊アート2022 多賀城の桜パントー

クショー」 
20名 市会 
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○大代地区公民館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 5月11日 

高齢者教育事業「山茶花大学 誰もがオシャレ

に！ユニバーサルデザインのファッション」 

講師：東北生活文化大学 家政学部 水谷 浩 氏 

16名 大公 

 5月14日 

地域交流事業「ケアブレンドカフェうぃず大代

公民館」 

講師：NPO法人ケアブレンド 

47人 大公 

〇山王地区公民館 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 5月5日 

青少年教育事業「母の日フラワーアレンジメン

ト教室」 

講師：株式会社多賀城フラワー 下山明彦 氏 

10名 山公 

○市立図書館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

 4月20日 「英語の本を楽しもう 英語多読サロン」 5名 市図 

 4月23日 「キッズクラフト ちょうちょをつくろう！」 12名 市図 

 4月29日 

「絵本作家 柴田ケイコさん トークイベント＆ 

よみきかせ－本で親子のコミュニケーション－」

講師：絵本作家 柴田ケイコ 氏 

84名 市図 

4月29日～ 

5月1日 
「親子で読書」 54名 市図 

 5月1日 「図書館探検 館長と巡る図書館ツアー」 5名 市図 

 5月4日 「英語の本を楽しもう 英語多読サロン」 4名 市図 

 5月6日 
「朝活 Good morning YOGA」 

講師：ヨガインストラクター 工藤葉子 氏 
8名 市図 

 5月7日 
「大切な人へおくる 感謝の気持ちをシェアするハ

ガキ」 
18名 市図 

 5月8日 「親子で一緒に 図書館探検隊！」 4名 市図 
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○総合体育館（指定管理） 

 開催日 内容 参加者数 会場 

4月20日～ 

5月13日 

（計5回） 

地域スポーツ指導者派遣事業 

申請団体：旭ヶ岡町内会ハッピークラブ、あすな

ろ会、粋生きクラブ、東田中南多賀モリ会 

55名 市内 

4月21日～ 

5月14日 

（計8回） 

健康長寿課委託事業「健康ストレッチ教室」 190名

ヘルス

山公 

大公 

 5月15日 
社会体育事業「遊びから学ぼう！元気隊」 

講師：坂本佳那 氏 
57名 STEP 

5月15日 
社会体育事業「おとなの朝活（ヨガ）」 

講師：西崎英子 氏 
13名 総体 

【凡例】 

中公：中央公民館  山公：山王地区公民館  大公：大代地区公民館 

市会：市民会館   市図：市立図書館    総体：総合体育館 

ヘルス：シルバーヘルスプラザ 

S T E P：さんみらい多賀城イベントプラザSTEP 

令和４年５月２５日提出 

                        多賀城市教育委員会 

                         教育長 麻生川 敦 
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議案第１２号  

多賀城市社会教育委員の人事について  

このことについて、下記のとおり委嘱する。  

記  

区分  発令年月日  氏名  現職等  

委嘱  令和４年６月１日  島田  拓  高崎中学校長  

令和４年５月２５日提出  

多賀城市教育委員会  

教育長 麻生川 敦  
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議案第１２号関係資料 

多賀城市社会教育委員名簿 

任期 令和３年６月１日～令和５年５月３１日 

NO 氏名 現職等 条例による位置付け 

1 島 田  拓 高崎中学校長 学校教育関係者 

2 大 竹 優 也 多賀城市父母教師会連合会理事 学校教育関係者 

3 櫻 井 や え 子 多賀城市婦人会連合会会長 社会教育関係者 

4 佐 藤 智 子 多賀城市芸術文化協会第三部会長 社会教育関係者 

5 沼 倉 亜 紀 子 地域学校協働活動推進員 社会教育関係者 

6 柴 田 十 一 夫 多賀城市町内会長連絡協議会会長 社会教育関係者 

7 五 代 儀 良 子 読み聞かせボランティア 
家庭教育の向上に資する

活動を行う者 

8 佐 々 木 啓 通
多賀城市家庭教育支援チーム あんだん

て代表 

家庭教育の向上に資する

活動を行う者 

9 木 島 美 智 子
元第二中学校長 

元社会教育指導員 
学識経験者 

10 水 谷  修 元東北学院大学教養学部長 学識経験者 

○委員の構成 

学校教育関係者 2

社会教育関係者 4

家庭教育の向上に資する活動を行う者 2

学識経験者 2

計 10

○多賀城市社会教育委員の設置に関する条例（抜粋） 

第１条 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第１５条第１項の規定により、多賀城

市に社会教育委員（以下「委員」という。）を置く。 

２ 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並び

に学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。 

第２条 委員の定数は、１０名以内とする。 

第３条 委員の任期は、２年とする。但し病気その他特別の事由があるときは任期中にお

いても解嘱することができる。 

２ 前項の任期は委嘱の日から起算する。 

３ 委員に欠員を生じたときは、補充することができる。補充した委員の任期は前任者の

残任期間とする。 

6



議案第１３号  

多賀城市スポーツ推進審議会委員の人事について  

このことについて、下記のとおり委嘱する。  

記  

区分  発令年月日  氏名  現職等  

委嘱  令和４年６月１日  三浦  仁  東豊中学校長  

令和４年５月２５日提出  

多賀城市教育委員会  

教育長 麻生川 敦  
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議案第１３号関係資料 

多賀城市スポーツ推進審議会委員名簿 

任期 令和３年６月１日～令和５年５月３１日 

NO 氏名 現職等 
条例による 

位置付け 
備考 

1 天 野 和 彦 東北学院大学准教授 学識経験者 

2 永 田 秀 隆 仙台大学教授 学識経験者 

3 磯 部 裕 子 宮城学院女子大学教授 学識経験者 

4 三 浦  仁 東豊中学校長 関係行政機関職員  

5 石 山  恵 多賀城中学校教諭 関係行政機関職員  

6 古 川 祥 枝 多賀城市民スポーツクラブ職員 関係行政機関職員  

7 青 島 大 輔 株式会社 activebody 代表取締役 
教育委員会が必要と認

める者 

スポーツ事

業者 

8 阿 部 福 次 多賀城市体育協会会長 
教育委員会が必要と認

める者 

関係団体代

表 

9 和 泉 匡 倫 多賀城市民スポーツクラブ指導者 
教育委員会が必要と認

める者 

地域スポー

ツ事業協力

10 齋 藤 繁 夫 多賀城市スポーツ少年団本部長 
教育委員会が必要と認

める者 

関係団体代

表 

○委員の構成 

学識経験者 3

関係行政機関職員 3

教育委員会が必要と認める者 4

計 10

○多賀城市スポーツ推進審議会条例（抜粋） 

第３条 審議会は、委員１０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから者のうちから教育委員会が任命する。 

(1) 学識経験のある者 

(2) 関係行政機関の職員 

(3) 前２号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。
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議案第１４号  

多賀城市立図書館運営審議会委員の人事について  

このことについて、下記のとおり委嘱する。  

記  

区分  発令年月日  氏名  現職等  

委嘱  令和４年６月１日  丸 田  浩 之 多賀城小学校校長  

委嘱  令和４年６月１日  中 里  和 裕 多賀城中学校校長  

委嘱  令和４年６月１日  及 川  仁 美 八幡小学校教諭  

委嘱  令和４年６月１日  沢 目  匠 高崎中学校教諭  

委嘱  令和４年６月１日  村 上  秀 典 多賀城市私立幼稚園連合会会長

委嘱  令和４年６月１日  五 代 儀  良 子 社会教育委員  

委嘱  令和４年６月１日  千 葉  則 敏 宮城県図書館企画管理部長  

委嘱  令和４年６月１日  宮 城  裕 子 図書館ボランティア  

委嘱  令和４年６月１日  佐 々 木  優 美 家庭文庫主宰  

委嘱  令和４年６月１日  渡 辺  豊 元新聞記者  

令和４年５月２５日提出  

多賀城市教育委員会  

教育長 麻生川 敦  
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議案第１４号関係資料 

多賀城市立図書館運営審議会委員名簿 

任期 令和４年６月１日～令和６年５月３１日 

NO 氏名 現職等 条例による位置付け 備考 

1 丸田  浩之 多賀城小学校校長 学校教育関係者 再任 

2 中里  和裕 多賀城中学校校長 学校教育関係者 新任 

3 及川  仁美 八幡小学校教諭 学校教育関係者 新任 

4 沢 目  匠 高崎中学校教諭 学校教育関係者 新任 

5 村上  秀典 多賀城市私立幼稚園連合会会長 学校教育関係者 再任 

6 五代儀 良子 社会教育委員 社会教育関係者 再任 

7 千葉  則敏 宮城県図書館企画管理部長 社会教育関係者 再任 

8 宮城  裕子 図書館ボランティア 
家庭教育の向上に資す

る活動を行う者 
再任 

9 佐々木 優美 家庭文庫主宰 学識経験者 再任 

10 渡 辺  豊 元新聞記者 
その他教委員会が必要と

認める者
再任 

○委員の構成 

学校教育関係者 5

社会教育関係者 2

家庭教育の向上に資する活動を行う者 1

学識経験者 1

その他教委員会が必要と認める者 1

計 10

～ 多賀城市立図書館運営審議会条例（抜粋） ～

（組織） 

第３条 審議会は、委員１０人以内で組織する. 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

 (1) 学校教育及び社会教育に関係する者 

 (2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

 (3) 学識経験のある者 

 (4) 前３号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。
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